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［民法］ 
 
 Ａは、自己所有の建設用機械（以下、「本件機械」という。）を建設業者であるＢに対し

て賃貸し（以下、「本件賃貸借契約」という。）、これを引き渡した。Ｂが利用を開始して

から１年ほど経過したところで本件機械が故障したため（なお、故障の原因は本件賃貸借

契約の締結時に存在していなかったものとする。）、Ｂは本件機械の修理を建設機械メーカ

ーであるＣに請け負わせた（以下、「本件請負契約」という。）。Ｃは、本件機械の修理を

完了したが、Ｂから修理代金の支払いがされていないため、本件機械の占有を継続してい

る。 
 この事実を前提として、以下の(1)及び(2)について解答しなさい。なお、解答に際して

は、民法以外の特別法には言及しなくてよいものとする。 
 
 (1) Ｂが事業不振により無資力状態となったため、Ａは賃料不払いを理由として本件

賃貸借契約を解除した上で、Ｃに対して本件機械の返還を求めた。Ｃは本件請負契約

上の修理代金債権を回収したいと考えているが、Ａに対してどのような主張をするこ

とができるか。考えられる論拠を全て挙げた上で、その可否について論じなさい。な

お、本件賃貸借契約においては、本件機械の維持管理はＢの負担において行う旨の特

約があり、その分賃料が低額に設定されていたものとする。 
 
 (2) Ｃは本件機械を自己所有と称してＤに売却して引き渡し、ＤはさらにこれをＥに

転売して引き渡した場合、ＡはＥに対して本件機械の返還を求めることができるか。

なお、Ｄは本件機械がＣの所有に属するものと信じて買い受けていたが、Ｅは、Ｃ

が他人から修理を請け負って本件機械を占有していたにすぎないことを知っていた

ものとする。 
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